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３． 居 室 の 概 要 ３

　当事業所はご契約者に対して（介護予防）指定短期入所生活介護サービスを提供
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職 員 の 配 置 状 況

事 業 者
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７． 緊 急 時 及 び 事 故 発 生 時 の 対 応 方 法 ９

　次のとおり説明します。

事 業 所 の 概 要

６． 苦 情 の 受 付 に つ い て ８

当 施 設 が 提 供 す る サ ー ビ ス と 利 用 料 金 ５

「 （介護予防）指定短期入所生活介護 」

　します。

当事業所は介護保険の指定を受けています

　当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを

（北海道指定　第０１７１７０００５７号）

き た ひ や ま 荘 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 所

重　要　事　項　説　明　書



（８）利 用 定 員 ２　名

協議のうえ決定するものとします。）

－ ３ －

居 室 等 の 概 要 当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。

　利用される居室は、原則として２人部屋です。（但し、ご

契約者の心身の状況や居室の空き状況等により他の部屋へ変

３．

電 話 番 号

居室の概要

更する場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と

北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡３３７番地１

（６）管 理 者 氏 名 施 設 長　　山　  本 　 右　  富

（７）開 設 年 月 昭 和 63 年 ４ 月 １ 日

契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室および

常生活を営むことができるように支援することを目的として、

共用施設等を使用させるとともに、介護保険給付対象及び介

（０１３７）８４－５５５７

（３）事業所の名称 きたひやま荘短期入所生活介護事業所

（４）事業所の所在地

（５）

平成12年４月１日指定　北海道第０１７１７０００５７号

（介護予防）指定短期入所生活介護事業所

（２）事業所の目的 　指定短期入所生活介護事業所は、介護保険法令の趣旨に従

い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日

（５）設 立 年 月 昭 和 62 年 ８ 月 20 日

２．ご利用施設

（１）事業所の種類

（３）電 話 番 号 （０１３７）８４－５５５７

（４）代 表 者 氏 名 理 事 長　　北　　川　　泰　　弘

（１）法 人 名 社会福祉法人北檜山恵福会

（２）法 人 所 在 地 北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡３３７番地１

を提供します。

護保険給付対象外の（介護予防）短期入所生活介護サービス

　　※　当事業所は特別養護老人ホームきたひやま荘に併設

　　　されています。

１．事業者



標準的な時間帯における最低配置人員

遅出： ９時30分 ～ 18時30分 １ 名

医 師 ( 嘱 託 ) 14時00分 ～ 15時00分

2.

１　名 毎週水曜日：

19　名

日勤：

※　上記は、平日通常の勤務体制等であり、土・日曜日、祝日等は異なります。

２ 名

7. 栄 養 士 １　名 ８時30分 ～ 17時30分

6.

　ております。

　特別にご負担いただく費用はありません。

４．職員の配置状況

夜勤： 16時30分 ～ ９時30分

９時30分 ～ 18時30分

Ｌ ： ８時00分 ～ 17時00分

早出： ７時00分 ～ 16時00分

１ 　室

する職員として、以下の職種の職員を配置しています。（特養職員と兼務）

看 護 職 員 ２　名 ８時30分 ～ 17時30分

3. 生 活 相 談 員

(勤務時間外は、携帯電話等で常時連絡

のとれる体制をとっております。)

室 数

短 期 入 所 室 娯 楽 室

居室・設備の 種類 室 数

特 殊 浴 室 ( 機 械 浴 )

居室・設備の種類

１室 (２床分) １ 　室

特 養 居 室 15 　室 一 般 浴 室 １ 　室

食 堂 １ 　室 １ 　室

車 椅 子 専 用 ト イ レ ３ 　室

機能回復訓練コーナー １ 　室

１室 (２床分)

１ 　室理 容 室

静 養 室

医 務 室

１ 名

１　名 ８時30分 ～ 17時30分

4.

職 種 職員数 勤 務 時 間 等

介 護 支 援 専 門 員 １　名

２ 名

1. 施 設 長 ( 管 理 者 ) １　名 ８時30分 ～ 17時30分

(勤務時間外は、常時１名の看護職員が

８時30分 ～ 17時30分

5. 介 護 職 員

※　上記は、厚生労働省が定める基準により、指定短期入所生活介護事業所に必置が義

　務づけられている施設・設備です。この施設・設備のご利用にあたって、ご契約者に

　当事業所では、ご契約者に対して（介護予防）指定短期入所生活介護サービスを提供

※　上記のほかに、事務職員２名・介護職員兼技術員１名・調理員４名の職員を配置し

－ ４ －

６ 名

待機体制をとっております。)

(機能訓練指導員兼務)



②入　浴

朝食：７時30分～８時30分 昼食：11時30分～12時30分

　・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。

　・一般入浴又は清拭を行います。（最低でも週２回実施）

　・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。（週２回実施）

③排　泄

５．当事業所が提供するサービスと利用料金

　当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。

( 食 事 時 間 ）

夕食：17時30分～18時30分

　　よび嗜好を考慮した食事を提供します。

　・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則とし

（１）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第４条参照）

　・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。

　・看護職員が、健康管理を行います。

　ます。

④機能訓練

【 サ ー ビ ス の 概 要 】

　　ています。

　・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況お

　　以下のサービスについては、滞在費、食費を除き通常９割が介護保険から給付され

　・機能訓練指導員（看護職員）により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活

　　を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施します。

－ ５ －

①食　事

⑤健康管理

　・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。

　・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。

⑥その他自立への支援



算された額もご負担いただきます。

－ ６ －

650

る自己負担額に８．３０％、介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）として２．３０％が加

1,392 円／日

の合計が80万円以下の方

世
 
帯
 
全
 
員
 
が

利用者負担第２段階以外の方

老 齢 福 祉 年 金 受 給 者

855 円／日上 記 以 外 の 方
利用者負担
第 ４ 段 階

市
町
村
民
税
非
課
税
者

課税年金収入額と合計所得金額 利用者負担
第 ２ 段 階

円／日

370 円／日

要介護３

7,370円

要介護５

370（課税年金収入が80万円超

円／日

　載した「サービス提供証明書」を交付します。

滞 在 費

　　また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。

　負担額を変更します。

【 当 施 設 の 滞 在 費 ・ 食 費 の 負 担 額 】

4,460円 6,650円

　に記載している負担限度額とします。

円／日

円／日

8,740円

食 費

　く金額が介護保険から払い戻されます。（償還払い）

266万円未満の方）

1. ご契約者の要介護度
とサービス基本料金

要支援１

対 象 者 区 分

要介護１

5,960円

要介護２

6,039円

要介護４

8,060円

390

生 活 保 護 受 給 者 利用者負担
第 １ 段 階 3000 円／日

要支援２

5,550円

利用者負担
第 ３ 段 階

られる方の場合は、滞在費・食費に係る自己負担額が軽減されます。

7,920円給付される金額

671円 743円 812円 880円自己負担額 (1+2-3)

サービス提供体制
強化加算料金Ⅲ

4. サービス利用に係る
561円 602円

4,068円

2.
60円

3.

452円

うち、介護保険から

2,849円

自 己 負 担 額 855円

6,687円5,049円 5,418円 7,308円

6. 食 事 に 係 る
自 己 負 担 額 （朝食： 392円、昼食： 500円、夕食500円）1,392円

5. 滞在(居室)に係る

　ったんお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除

2,918円 2,990円 3,059円 3,127円
7. 自 己 負 担 額 合 計

(４+５+６) 2,699円 2,808円

【 サービス利用料金（１日あたり・1割負担の方） 】（契約書第７条参照）

　　償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記

※　滞在費と食費に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証

※　介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の

　世帯全員が市町村民税非課税の方（市町村民税世帯非課税者）や生活保護を受けてお

　下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた金額（自己負担額）と滞在費及び食費に係る自己負担額の合計金額を

お支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護に応じて異なります。）

　また、下記の他に、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）として、１か月のサービス利用に係

※　ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をい



　　　★

　　　★

　　　★

　説明します。

（４）利用料金のお支払い方法（契約書第７条参照）

　　以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

【 サ ー ビ ス の 概 要 と 利 用 料 金 】

①理　容

箱ティッシュ

②複写物の交付

１回あたり ２，６００円 （パーマ料金を除く）

　　いただけます。

１ 件 に つ き １ ０ ０ 円

２ ５ ０ 円

　　必要とする場合には実費をご負担いただきます。

　分の合計金額を現金でお支払い下さい。

　とがあります。

１ ５ ０ 円

歯 磨 き 粉

１回　　１８４円

　く場合があります。

利 用 料 金 ：

１回　　１，８４０円

１ ２ ０ 円

歯 ブ ラ シ

③日常生活上必要となる諸費用実費

（２）その他介護給付サービス加算

うち、自己負担額（１０％）介護給付額（１００％）加 算

送 迎 加 算

　　者に負担いただくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。

※　経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するこ

　　その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月前までにご

　　前期（１）、（２）、（３）の料金・費用は、サービス利用終了時に、ご利用期間

－ ７ －

※　通常の送迎の実施地域以外の送迎については、要した費用の実費を負担していただ

（３）基準介護、その他介護給付加算以外のサービス（契約書第５条、第７条参照）

　・月に２回来る、理容師の出張による理髪サービス（調髪、パーマ、洗髪）をご利用

　・当事業所では、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を

　・当事業所では、日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約

　　おむつ代は介護保険の基準サービスとなっていますのでご負担の必要はありません。



介護支援専門員 坂　  井　  千   亜   紀

　望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して

　　　　　毎 週 月 曜 日 ～ 金 曜 日（祝日を除く。）

          　９ 時 00 分 ～ 17 時 00 分

　協議します。

　　その場合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。

◎　ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。

　ビスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができま

◎　利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

　　但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。

◎　サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希

利用予定日の前日までに申し出があった場合

１日あたりの自己負担相当額

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第８条参照）

　す。この場合にはサービスの実施日前日までに事業者に申し出てください。

苦情の受付について（契約書第２１条参照）

②　苦情受付担当者が必要があると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行い

　　当事業所における苦情や相談は以下の専用窓口で受け付けます。

　　　★苦情受付窓口（担当者）

無　　料

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合

　場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。

◎　利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、（介護予防）短期入所生活介護サー

－ ８ －

③　検討後、翌日までには必ず具体的な対応を行います。（利用者への謝罪等）

④　記録を台帳に保管し、再発防止に役立てます。

（２）苦情処理を行うための処理体制・手順

　　　また、苦情受付ボックスを正面玄関ロビーに設置しています。

６．

（１）当事業所における苦情の受付

　ます。（検討会議を行わない場合も、必ず管理者まで処理結果を報告します。）

　　　★受付時間

　　もに、担当者に必ず引継いでいます。

　どして詳しい事情を聞くとともに、担当者からも事情を確認します。

　　　担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとと

①　苦情があった場合は、ただちに苦情受付担当者が相手方に連絡を取り、直接行くな



久遠郡せたな町北檜山区徳島63番地１

８４－５１１１

８ 時 45 分  ～  17 時 30 分

久遠郡せたな町北檜山区北檜山378番地

８４－５６９９

８ 時 45 分  ～  17 時 30 分

久遠郡せたな町北檜山区北檜山91番地２

８４－４６００

８ 時 45 分  ～  17 時 30 分

札幌市中央区南２条西14丁目　

（０１１）２３１－５１６１

９ 時 00 分  ～  17 時 00 分

受付時間

　　また、登録されている緊急連絡先に連絡いたします。

：

受付時間 ：

受付時間 ：

　連絡を行い、医師の指示に従います。

　加入しております。

７．

：

せ た な 町

：北海道国民健康 住 所

：

　生し、当事業所の責にその原因が認められる損害賠償については速やかに対応します。

・　緊急時及び事故発生時にあっては、契約者の主治医又は事業所の協力医療機関への

・　当事業所の提供する（介護予防）指定短期入所生活介護サービスにおいて事故が発

（４）行政機関その他苦情受付機関

せたな町役場 住 所 ：

地域包括

支援センター

：

住 所 ：

電話番号

（３）その他参考事項

　　普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がけています。

電話番号 ：

介護保険相談窓口

住 所 ：

電話番号

　　なお、当事業所は、居宅介護事業者賠償責任保険（東京海上火災保険株式会社）に

－ ９ －

せ た な 町

緊急時及び事故発生時の対応方法

：

保 険 団 体 連 合 会 受付時間

社 会 福 祉 協 議 会

電話番号


